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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第一の熱収縮性多層フィルムからなる蓋材と第二の熱収縮性多層フィルムからなる底材と
を備えており、前記蓋材の絞り比（Ｄ１）と前記底材の絞り比（Ｄ２）とがそれぞれ以下
の条件：
　　　Ｄ１＝１．１～４．０
　　　Ｄ２＝１．５～５．０
　　　（Ｄ２／Ｄ１）＝１．０５～４．５５
を満たすように深絞り成形されてなる深絞り包装容器であって、前記第一の熱収縮性多層
フィルムの縦方向の熱水収縮率（ＳＭ１）及び横方向の熱水収縮率（ＳＴ１）と、前記第
二の熱収縮性多層フィルムの縦方向の熱水収縮率（ＳＭ２）及び横方向の熱水収縮率（Ｓ

Ｔ２）とがそれぞれ以下の条件：
　　　ＳＭ１＝５～４０％
　　　ＳＴ１＝５～４０％
　　　ＳＭ２＝２～２５％
　　　ＳＴ２＝２～２５％
　　　（ＳＭ１／ＳＭ２）＝１．２～１２
　　　（ＳＴ１／ＳＴ２）＝１．２～１２
（前記熱水収縮率は、絞り前の前記熱収縮性多層フィルムを温度９０℃の熱水中に１０秒
浸漬した際における収縮率（％）である。）
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を満たしている深絞り包装容器。
【請求項２】
前記第一の熱収縮性多層フィルム及び前記第二の熱収縮性多層フィルムはそれぞれ、第一
の熱可塑性樹脂からなる外層と、ポリアミド系樹脂からなる中間層と、シーラント樹脂か
らなる内層とを少なくとも備えている請求項１に記載の深絞り包装容器。
【請求項３】
前記第一の熱収縮性多層フィルムの絞り前の総厚み（Ｔ１）と前記第二の熱収縮性多層フ
ィルムの絞り前の総厚み（Ｔ２）とがそれぞれ以下の条件：
　　　Ｔ１＝２０～１２０μｍ
　　　Ｔ２＝４５～２００μｍ
　　　（Ｔ２／Ｔ１）＝１．１～１０
を満たしている請求項１に記載の深絞り包装容器。
【請求項４】
請求項１に記載の深絞り包装容器の前記蓋材と前記底材とをシールしてさらに熱収縮せし
めてなる包装容器と、前記包装容器の内部に配置された内容物とを備える深絞り包装体。
【請求項５】
第一の熱収縮性多層フィルムからなる蓋材と第二の熱収縮性多層フィルムからなる底材と
を備えている深絞り包装容器の製造方法であって、前記第一の熱収縮性多層フィルム及び
前記第二の熱収縮性多層フィルムとして、第一の熱収縮性多層フィルムの縦方向の熱水収
縮率（ＳＭ１）及び横方向の熱水収縮率（ＳＴ１）と、第二の熱収縮性多層フィルムの縦
方向の熱水収縮率（ＳＭ２）及び横方向の熱水収縮率（ＳＴ２）とがそれぞれ以下の条件
：
　　　ＳＭ１＝５～４０％
　　　ＳＴ１＝５～４０％
　　　ＳＭ２＝２～２５％
　　　ＳＴ２＝２～２５％
　　　（ＳＭ１／ＳＭ２）＝１．２～１２
　　　（ＳＴ１／ＳＴ２）＝１．２～１２
（前記熱水収縮率は、絞り前の前記熱収縮性多層フィルムを温度９０℃の熱水中に１０秒
浸漬した際における収縮率（％）である。）
を満たしているものを準備する工程と、前記蓋材の絞り比（Ｄ１）と前記底材の絞り比（
Ｄ２）とがそれぞれ以下の条件：
　　　Ｄ１＝１．１～４．０
　　　Ｄ２＝１．５～５．０
　　　（Ｄ２／Ｄ１）＝１．０５～４．５５
を満たすように深絞り成形する工程とを含む深絞り包装容器の製造方法。
【請求項６】
前記第一の熱収縮性多層フィルム及び前記第二の熱収縮性多層フィルムはそれぞれ、第一
の熱可塑性樹脂からなる外層と、ポリアミド系樹脂からなる中間層と、シーラント樹脂か
らなる内層とを少なくとも備えている請求項５に記載の深絞り包装容器の製造方法。
【請求項７】
前記第一の熱収縮性多層フィルムの絞り前の総厚み（Ｔ１）と前記第二の熱収縮性多層フ
ィルムの絞り前の総厚み（Ｔ２）とがそれぞれ以下の条件：
　　　Ｔ１＝２０～１２０μｍ
　　　Ｔ２＝４５～２００μｍ
　　　（Ｔ２／Ｔ１）＝１．１～１０
を満たしている請求項５に記載の深絞り包装容器の製造方法。
【請求項８】
請求項１に記載の深絞り包装容器の前記蓋材と前記底材との間の空間に内容物を配置する
工程と、前記蓋材と前記底材とをシールしてさらに熱収縮せしめる工程とを含む深絞り包
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装体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱収縮性多層フィルムからなる蓋材と底材とをそれぞれ深絞り成形してなる
深絞り包装容器、それを用いた深絞り包装体、並びにそれらの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、加工肉製品、水産物練製品、畜肉、魚、チーズといった食品の包装方法とし
て、延伸・収縮性又は未延伸・非収縮性の多層フィルムからなるバッグ又はパウチに内容
物を充填包装する方法や、縦ピロー・横ピロー包装機械にて製袋直後の多層フィルムから
なる袋に充填包装する方法が一般的に行われている。しかしながら、このような袋物を用
いた包装方法においては、袋物の中に内容物を充填し、真空チャンバー内にて減圧（真空
）脱気した後に開口部をシールして包装体を得るという方法が行われており、一連の袋物
真空包装では充填速度の向上に限界があり、経済的観点等からより充填速度の向上が可能
な方法が求められていた。
【０００３】
　一方、前記袋物真空包装に比べて充填速度の向上を図り易い方法として、真空包装を利
用したいわゆる深絞り包装があるが、従来は深絞り包装には一般に未延伸・非収縮性の多
層フィルムが用いられており、特に、畜肉、ハム、焼豚、ベーコンといった異形な内容物
を充填包装した場合に包装体に皺が入り易く、内容物とのフィット性に欠け、内容物の液
汁が溜り易くなり、さらに内容物の保存性が悪くなるという欠点があった。また、従来の
未延伸・非収縮性の多層フィルムを用いた深絞り包装においては、内容物に接していない
蓋材フィルムと底材フィルムとが密着して形成されるいわゆるフランジ部が大きく余り、
前記袋物真空包装に近い包装形態を得ることが非常に困難であるという問題もあった。
【０００４】
　このような問題を解決するために、特表２００３－５３５７３３号公報（文献１）には
、熱可塑性樹脂からなる表面層（ａ）、ポリアミド系樹脂からなる中間層（ｂ）、及びシ
ール可能な樹脂からなる表面層（ｃ）の少なくとも３層からなり、－１０℃における厚さ
５０μｍ換算における衝撃エネルギーが１．５ジュール以上である延伸配向多層フィルム
が開示されており、明細書中にこのような延伸配向多層フィルムを用いた深絞り包装が記
載されている。
【０００５】
　しかしながら、深絞り包装では、通常、複数個の凹部を有する底材フィルムを深絞り成
形し、次いで内容物を凹部に充填した後、その上に未成形の蓋材フィルムを連続的に被せ
、真空チャンバー内にて減圧（真空）脱気した後に、底材の上面周辺部と蓋材とを熱シー
ルすることにより深絞り包装体を連続的に得ている。そのため、熱収縮性フィルムを用い
て得た文献１に記載された深絞り包装体であっても、蓋材と底材とのシール位置が蓋材側
に偏ってしまい、前記袋物真空包装に近い包装形態を得ることが依然として困難であると
いう問題があった。
【発明の開示】
【０００６】
　本発明は、上記従来技術の有する課題に鑑みてなされたものであり、畜肉等の異形な内
容物を充填包装した場合であっても包装体における皺の発生が十分に防止され、包装体の
余裕率が大きくても内容物にタイトフィットしてフランジ部が小さくなり、しかも蓋材と
底材とのシール位置が内容物の厚み方向の中心近傍に位置するようにして袋物真空包装に
近い包装形態とすることが可能な深絞り包装容器及び深絞り包装体、並びにそれらの製造
方法を提供することを目的とする。
【０００７】
　本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、底材の絞り比を蓋材の絞
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り比より大きい所定の範囲内とすると共に、蓋材の熱水収縮率を底材の熱水収縮率より大
きい所定の範囲内とすることにより前記目的が達成されるようになることを見出し、本発
明を完成するに至った。
【０００８】
　すなわち、本発明の深絞り包装容器は、第一の熱収縮性多層フィルムからなる蓋材と第
二の熱収縮性多層フィルムからなる底材とを備えており、前記蓋材の絞り比（Ｄ１）と前
記底材の絞り比（Ｄ２）とがそれぞれ以下の条件：
　　　Ｄ１＝１．１～４．０
　　　Ｄ２＝１．５～５．０
　　　（Ｄ２／Ｄ１）＝１．０５～４．５５
を満たすように深絞り成形されてなる深絞り包装容器であって、前記第一の熱収縮性多層
フィルムの縦方向の熱水収縮率（ＳＭ１）及び横方向の熱水収縮率（ＳＴ１）と、前記第
二の熱収縮性多層フィルムの縦方向の熱水収縮率（ＳＭ２）及び横方向の熱水収縮率（Ｓ

Ｔ２）とがそれぞれ以下の条件：
　　　ＳＭ１＝５～４０％
　　　ＳＴ１＝５～４０％
　　　ＳＭ２＝２～２５％
　　　ＳＴ２＝２～２５％
　　　（ＳＭ１／ＳＭ２）＝１．２～１２
　　　（ＳＴ１／ＳＴ２）＝１．２～１２
（前記熱水収縮率は、絞り前の前記熱収縮性多層フィルムを温度９０℃の熱水中に１０秒
浸漬した際における収縮率（％）である。）
を満たしているものである。
【０００９】
　また、本発明の深絞り包装体は、前記本発明の深絞り包装容器の前記蓋材と前記底材と
をシールしてさらに熱収縮せしめてなる包装容器と、前記包装容器の内部に配置された内
容物とを備えるものである。
【００１０】
　このような本発明の深絞り包装容器及び深絞り包装体においては、前記第一の熱収縮性
多層フィルム及び前記第二の熱収縮性多層フィルムはそれぞれ、第一の熱可塑性樹脂から
なる外層と、ポリアミド系樹脂からなる中間層と、シーラント樹脂からなる内層とを少な
くとも備えていることが好ましい。
【００１１】
　また、前記第一の熱収縮性多層フィルムの絞り前の総厚み（Ｔ１）と前記第二の熱収縮
性多層フィルムの絞り前の総厚み（Ｔ２）とがそれぞれ以下の条件：
　　　Ｔ１＝２０～１２０μｍ
　　　Ｔ２＝４５～２００μｍ
　　　（Ｔ２／Ｔ１）＝１．１～１０
を満たしていることがより好ましい。
【００１２】
　本発明の深絞り包装容器の製造方法は、第一の熱収縮性多層フィルムからなる蓋材と第
二の熱収縮性多層フィルムからなる底材とを備えている深絞り包装容器の製造方法であっ
て、前記第一の熱収縮性多層フィルム及び前記第二の熱収縮性多層フィルムとして、第一
の熱収縮性多層フィルムの縦方向の熱水収縮率（ＳＭ１）及び横方向の熱水収縮率（ＳＴ

１）と、第二の熱収縮性多層フィルムの縦方向の熱水収縮率（ＳＭ２）及び横方向の熱水
収縮率（ＳＴ２）とがそれぞれ以下の条件：
　　　ＳＭ１＝５～４０％
　　　ＳＴ１＝５～４０％
　　　ＳＭ２＝２～２５％
　　　ＳＴ２＝２～２５％
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　　　（ＳＭ１／ＳＭ２）＝１．２～１２
　　　（ＳＴ１／ＳＴ２）＝１．２～１２
（前記熱水収縮率は、絞り前の前記熱収縮性多層フィルムを温度９０℃の熱水中に１０秒
浸漬した際における収縮率（％）である。）
を満たしているものを準備する工程と、前記蓋材の絞り比（Ｄ１）と前記底材の絞り比（
Ｄ２）とがそれぞれ以下の条件：
　　　Ｄ１＝１．１～４．０
　　　Ｄ２＝１．５～５．０
　　　（Ｄ２／Ｄ１）＝１．０５～４．５５
を満たすように深絞り成形する工程とを含む方法である。
【００１３】
　また、本発明の深絞り包装体の製造方法は、前記本発明の深絞り包装容器の前記蓋材と
前記底材との間の空間に内容物を配置する工程と、前記蓋材と前記底材とをシールしてさ
らに熱収縮せしめる工程とを含む方法である。
【００１４】
　このような本発明の深絞り包装容器及び深絞り包装体の製造方法においては、前記第一
の熱収縮性多層フィルム及び前記第二の熱収縮性多層フィルムはそれぞれ、第一の熱可塑
性樹脂からなる外層と、ポリアミド系樹脂からなる中間層と、シーラント樹脂からなる内
層とを少なくとも備えていることが好ましく、前記第一の熱収縮性多層フィルムの絞り前
の総厚み（Ｔ１）と前記第二の熱収縮性多層フィルムの絞り前の総厚み（Ｔ２）とがそれ
ぞれ以下の条件：
　　　Ｔ１＝２０～１２０μｍ
　　　Ｔ２＝５０～２００μｍ
　　　（Ｔ２／Ｔ１）＝１．１～１０
を満たしていることがより好ましい。
【００１５】
　本発明によれば、畜肉等の異形な内容物を充填包装した場合であっても包装体における
皺の発生が十分に防止され、包装体の余裕率が大きくても内容物にタイトフィットしてフ
ランジ部が小さくなり、しかも蓋材と底材とのシール位置が内容物の厚み方向の中心近傍
に位置するようにして袋物真空包装に近い包装形態とすることが可能な深絞り包装容器及
び深絞り包装体、並びにそれらの製造方法を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明をその好適な実施形態に即して詳細に説明する。　先ず、本発明の深絞り
包装容器及びその製造方法について説明する。本発明の深絞り包装容器は、第一の熱収縮
性多層フィルムからなる蓋材と第二の熱収縮性多層フィルムからなる底材とを備えている
。
【００１７】
　このような熱収縮性多層フィルムの具体的な構成は特に限定されないが、第一の熱収縮
性多層フィルム及び前記第二の熱収縮性多層フィルムはそれぞれ、第一の熱可塑性樹脂か
らなる外層と、ポリアミド系樹脂からなる中間層と、シーラント樹脂からなる内層とを少
なくとも備えていることが好ましい。
【００１８】
　外層を構成する第一の熱可塑性樹脂は、ポリアミド系樹脂からなる中間層との積層状態
において、適当な延伸性を有し、且つ中間層への水の浸透を妨げる吸湿性が小さい熱可塑
性樹脂を用いることが好ましい。このような熱可塑性樹脂としては、ＬＬＤＰＥ（直鎖状
低密度ポリエチレン）、ＶＬＤＰＥ（直鎖状超低密度ポリエチレン）、ＬＤＰＥ（低密度
ポリエチレン）、ポリプロピレン、プロピレン－エチレン共重合体、プロピレン－エチレ
ン－ブテン－１共重合体、エチレン－酢酸ビニル共重合体、エチレン－アクリル酸共重合
体、エチレンメタクリル酸共重合体、エチレン－アクリル酸エチル共重合体等のポリオレ
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フィン系樹脂；脂肪族ポリエステル系樹脂、芳香族ポリエステル系樹脂（例えば、ポリエ
チレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート）等のポリエステル系樹脂が好適な
ものとして挙げられ、中でも透明性、表面硬度、印刷性、耐熱性等の表面特性に優れると
いう観点からポリエステル系樹脂が特に好ましい。
【００１９】
　また、中間層を構成するポリアミド系樹脂としては、例えば、ナイロン６、ナイロン６
６、ナイロン１１、ナイロン１２、ナイロン６９、ナイロン６１０、ナイロン６１２等の
脂肪族ポリアミド重合体；ナイロン６／６６、ナイロン６／６９、ナイロン６／６１０、
ナイロン６６／６１０、ナイロン６／１２等の脂肪族ポリアミド共重合体を挙げることが
できる。これらの中でも、ナイロン６／６６やナイロン６／１２が成形加工性の点で特に
好ましい。また、このようなポリアミド系樹脂としては、これらの脂肪族ポリアミド（共
）重合体を主体とし、芳香族ポリアミドとのブレンド物を用いてもよい。このような芳香
族ポリアミドとは、ジアミン及びジカルボン酸の少なくとも一方が芳香族単位を有するも
のをいい、その例としては、ナイロン６６／６１０／ＭＸＤ６（ポリメタキシリレンアジ
パミド）、ナイロン６６／６９／６Ｉ、ナイロン６／６Ｉ、ナイロン６６／６Ｉ、ナイロ
ン６Ｉ／６Ｔ（「ナイロン６Ｉ」はポリヘキサメチレンイソフタラミド、「ナイロン６Ｔ
」はポリヘキサメチレンテレフタラミドを示す）が挙げられる。これらのポリアミド系樹
脂は、１種のものを単独で用いても、２種以上のものを混合して用いてもよく、融点が１
６０～２１０℃となるものがより好ましい。さらに、これらのポリアミド系樹脂には、マ
レイン酸等の酸又はこれらの無水物によって変性されたオレフィン系樹脂、エチレン－ア
クリル酸共重合体、エチレン－メタクリル酸共重合体、アイオノマー樹脂、エチレン－酢
酸ビニル共重合体ケン化物等の熱可塑性樹脂を３０質量％程度まで含ませることができる
。
【００２０】
　さらに、内層を構成するシーラント樹脂としては、例えば、直鎖状低密度ポリエチレン
（ＬＬＤＰＥ）、直鎖状超低密度ポリエチレン（ＶＬＤＰＥ）等のエチレン－αオレフィ
ン共重合体、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、エチレン－酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ
）、エチレン－メタクリル酸共重合体（ＥＭＡＡ）、エチレン－メタクリル酸－不飽和脂
肪族カルボン酸共重合体、低密度ポリエチレン、アイオノマー（ＩＯ）樹脂、エチレン－
アクリル酸共重合体、エチレン－アクリル酸メチル共重合体（ＥＭＡ）、エチレン－アク
リル酸エチル共重合体（ＥＥＡ）、エチレン－アクリル酸ブチル共重合体（ＥＢＡ）等の
熱可塑性樹脂が挙げられる。このようなシーラント樹脂としては、エチレン共重合体、特
にエチレンを主成分とし、エチレンと共重合可能なエチレン性不飽和単量体を少量成分と
して含む共重合体と包括的に述べることができる。好ましいエチレン性不飽和単量体の例
としては、炭素数３～８のα－オレフィン、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸エス
テル、メタクリル酸エステル、酢酸ビニル等の炭素数が８以下の不飽和カルボン酸又はそ
のエステルが挙げられる。また、エチレン共重合体を３質量％以下の不飽和カルボン酸で
変性した酸変性エチレン共重合体も好ましく用いられる。このようなシーラント樹脂は、
融点が１５０℃以下、特に１３５℃以下、であることが好ましい。
【００２１】
　本発明に好適な熱収縮性多層フィルムは、上記した第一の熱可塑性樹脂からなる外層、
ポリアミド系樹脂からなる中間層及びシーラント樹脂からなる内層を備えるものであるが
、その他に多層フィルムの機能性あるいは加工性を改善する等の目的でポリアミド系樹脂
からなる中間層以外の中間層を必要に応じて備えることができる。このような他の中間層
の例としては、例えば以下のガスバリア性中間層や接着性樹脂層が挙げられる。
【００２２】
　すなわち、ガスバリア性中間層を構成するガスバリヤ樹脂としては、特に酸素ガスバリ
ヤ層として使用されるものとして、公知のエチレン－酢酸ビニル共重合体ケン化物（ＥＶ
ＯＨ）；ポリメタキシリレンアジパミド（ナイロンＭＸＤ６）等の芳香族ジアミンを有す
る芳香族ポリアミド；イソフタル酸、テレフタル酸及びヘキサメチレンジアミンの共重合
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体であるポリヘキサメチレンイソフタラミド／テレフタラミド（ナイロン６Ｉ／６Ｔ）等
の芳香族カルボン酸を有する非晶性芳香族ポリアミド等を例示することができる。
【００２３】
　また、上記各層間の接着力が充分でない場合等に、必要に応じて接着性樹脂層を中間層
として設けることができる。好ましい接着性樹脂としては、ＥＶＡ、ＥＥＡ、ＥＡＡ、酸
変性ポリオレフィン（例えば、酸変性ＶＬＤＰＥ、酸変性ＬＬＤＰＥ、酸変性ＬＤＰＥ）
、酸変性ＥＶＡ等が使用でき、中でもマレイン酸等の酸又はこれらの無水物等で変性され
たオレフィン系樹脂が好適に使用される。
【００２４】
　さらに、上記の層構成において、いずれかの層に滑剤、帯電防止剤、熱安定剤、光安定
剤、防湿剤、防水剤、撥水剤、離型剤、カップリング剤、酸素吸収剤、顔料、染料等の各
種添加剤を含有させることができる。
【００２５】
　本発明の深絞り包装容器は、上述の第一の熱収縮性多層フィルムからなる蓋材と第二の
熱収縮性多層フィルムからなる底材とを備えており、熱収縮性多層フィルムを以下の絞り
比で深絞り成形することにより蓋材及び底材が得られる。
【００２６】
　すなわち、本発明にかかる蓋材は、第一の熱収縮性多層フィルムを絞り比（Ｄ１）が１
．１～４．０となるように深絞り成形して得られるものである。内容物の厚みが薄いもの
に対しては小さな絞り比でよいが、蓋材の絞り比が１．１未満では、特にフィルムの熱収
縮率が低値の場合に熱収縮が不足して包装体に皺が発生する場合がある。一方、蓋材の絞
り比が４．０を超えると、深絞り成形時にフィルムが破れて深絞り成形できない場合が生
じる。
【００２７】
　また、本発明にかかる底材は、第二の熱収縮性多層フィルムを絞り比（Ｄ２）が１．５
～５．０となるように深絞り成形して得られるものである。底材の絞り比が１．５未満で
は、特にフィルムの熱収縮率が低値の場合に熱収縮が不足して包装体に皺が発生する場合
がある。一方、内容物の形状が大きく、厚いものに対しては４．０以上の絞り比が要求さ
れるが、底材の絞り比が５．０を超えるとフィルムが破れて深絞り成形できない場合が生
じる。
【００２８】
　そして、本発明の深絞り包装容器においては、蓋材の絞り比（Ｄ１）に対する底材の絞
り比（Ｄ２）の比率（Ｄ２／Ｄ１）が１．０５～４．５５の範囲となっていることが必要
である。この比率が１．０５未満では、内容物の形状が大きなものを包装する場合、内容
物を充填した際に不安定になると共に、包装機械の上チャンバーの稼動を大きくとること
になり、その構造が大型となり、寿命の点からも稼動は小さい方が望ましいこととなる。
他方、この比率が４．５５を超えると、シール線の位置が蓋材側に偏り、本発明の目的が
達成されない。
【００２９】
　なお、本発明にかかる絞り比は、以下のようにして求めたものである。
＜絞り比＞
　深絞り成形前の表面積と深絞り成形後の表面積をそれぞれ絞り金型の形状から求め、以
下の式：
｛深絞り成形後の表面積［ｃｍ２］｝／｛深絞り成形前の表面積［ｃｍ２］｝＝絞り比［
－］
に基づいて絞り比を算出する。
【００３０】
　本発明の深絞り包装容器においては、前記蓋材に用いる第一の熱収縮性多層フィルム（
絞り前）を温度９０℃の熱水中に１０秒浸漬した際における縦方向の熱水収縮率（ＳＭ１

）及び横方向の熱水収縮率（ＳＴ１）がそれぞれ、５～４０％であることが必要であり、
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１０～３５％であることがより好ましく、５～３０％であることが特に好ましい。縦方向
の熱水収縮率（ＳＭ１）及び横方向の熱水収縮率（ＳＴ１）が５％未満では得られる包装
体の皺入りが防止できず、他方、４０％を超えると深絞り成形を行った際に収縮し過ぎて
クリップ外れを起こしたり、シール不良が発生したり、深絞り成形時のフィルムの実際の
絞り率が低下してしまう（金型に忠実に成形されない）等の深絞り成形不良が発生してし
まう。
【００３１】
　また、前記底材に用いる第二の熱収縮性多層フィルム（絞り前）を温度９０℃の熱水中
に１０秒浸漬した際における縦方向の熱水収縮率（ＳＭ２）及び横方向の熱水収縮率（Ｓ

Ｔ２）がそれぞれ、２～２５％であることが必要であり、３～２５％であることが特に好
ましい。熱水収縮率（ＳＭ２）及び横方向の熱水収縮率（ＳＴ２）が２％未満では得られ
る包装体の皺入りを防止できず、他方、２５％を超えると深絞り成形不良が発生する。
【００３２】
　そして、本発明の深絞り包装容器においては、底材の熱水収縮率（ＳＭ２）に対する蓋
材の熱水収縮率（ＳＭ１）の比率（ＳＭ１／ＳＭ２）及び底材の熱水収縮率（ＳＴ２）に
対する蓋材の熱水収縮率（ＳＴ１）の比率（ＳＴ１／ＳＴ２）がそれぞれ１．２～１２の
範囲となっていることが必要である。この比率が１．２未満では得られる包装体の皺入り
が防止できず、他方、１２を超えると蓋材の収縮が大きくなり過ぎて蓋材と底材とのシー
ル位置が蓋材側に偏って袋物真空包装に近い包装形態を得ることが困難となる。
【００３３】
　なお、本発明にかかる熱水収縮率は、以下のようにして求めたものである。
＜熱水収縮率＞
　ＡＳＴＭ　Ｄ２７３２－８３に記載の方法に準拠して以下のようにして熱水収縮率を求
める。すなわち、フィルムの機械方向（縦方向）及び機械方向に垂直な方向（横方向）に
１０ｃｍの間隔をあけて印を付けたフィルム試料を、温度を９０℃に調整した熱水に１０
秒間浸漬した後に取り出し、直ちに常温の水で冷却する。次いで、印の間隔を測定し、以
下の式：
｛１０ｃｍからの減少値［ｃｍ］｝／｛１０［ｃｍ］（原長）｝×１００＝熱水収縮率［
％］
に基づいて熱水収縮率を算出する。そして、１試料について５回試験を行い、縦方向（Ｍ
Ｄ）及び横方向（ＴＤ）のそれぞれについて求めた平均値をその試料の熱水収縮率とする
。すなわち、本発明でいう熱水収縮率とは、機械方向（縦方向）の熱水収縮率と機械方向
に垂直な方向（横方向）の熱水収縮率とが共に請求項に記載された条件を満たす範囲内に
なければならない。
【００３４】
　また、このような熱水収縮率を有する熱収縮性多層フィルムを得る方法は特に限定され
ず、例えば、蓋材に用いる熱収縮性多層フィルムの成膜時の緩和率を５～２５％、底材に
用いる熱収縮性多層フィルムの成膜時の緩和率を１０～３０％とすることによって前記条
件を満たす熱収縮性多層フィルムを得ることが可能である。
【００３５】
　本発明の深絞り包装容器においては、前記蓋材に用いる第一の熱収縮性多層フィルムの
絞り前の総厚み（Ｔ１）は２０～１２０μｍであることが好ましく、３０～１００μｍで
あることがより好ましく、４０～９０μｍであることが特に好ましい。蓋材に用いるフィ
ルムの総厚み（Ｔ１）が２０μｍ未満では、その熱収縮性多層フィルムの製膜時における
肉厚管理が難しくなり、またフィルムの物性として強度が低下すると共に酸素ガス透過度
が大きくなる傾向にある。一方、総厚み（Ｔ１）が１２０μｍを超えると、蓋材の強度が
過剰になりコスト高になる傾向にある。
【００３６】
　また、前記底材に用いる第二の熱収縮性多層フィルムの絞り前の総厚み（Ｔ２）は４５
～２００μｍであることが好ましく、６０～１５０μｍであることがより好ましく、７０
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～１４０μｍであることが特に好ましい。底材に用いるフィルムの総厚み（Ｔ２）が５０
μｍ未満では、深絞り成形性が悪くなり、またフィルムの物性として強度が低下すると共
に酸素ガス透過度が大きくなる傾向にある。一方、総厚み（Ｔ２）が２００μｍを超える
と、底材の強度が過剰になりコスト高になる傾向にある。
【００３７】
　そして、本発明の深絞り包装容器においては、蓋材に用いる第一の熱収縮性多層フィル
ムの絞り前の総厚み（Ｔ１）に対する底材に用いる第二の熱収縮性多層フィルムの絞り前
の総厚み（Ｔ２）の比率（Ｔ２／Ｔ１）が１．１～１０の範囲となっていることが好まし
い。この比率が１．１未満では、蓋材の収縮率が大きく絞り比が小さい場合にシール線の
位置が蓋材側に偏ってしまう傾向にあり、他方、１０を超えると、底材に対する蓋材の厚
みが薄くなり過ぎてしまう傾向にある。
【００３８】
　なお、本発明にかかる多層フィルムの厚みは、オリンパス社製等の光学顕微鏡で多層フ
ィルム断面において各層の厚み及び総厚みを測定して得たものである。
【００３９】
　本発明に用いる熱収縮性多層フィルムの酸素ガス透過度（Ｏ２ＴＲ）は特に制限されな
いが、例えば生肉を包装する場合においては、蓋材及び底材に用いる熱収縮性多層フィル
ムの酸素ガス透過度が、温度２３℃、８０％ＲＨの条件下において１～１００ｃｍ３／ｍ
２・ｄａｙ・ａｔｍであることが好ましく、１～８０ｃｍ３／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍであ
ることがより好ましく、１～６０ｃｍ３／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍであることが特に好まし
い。酸素ガス透過度が１００ｃｍ３／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍを超えると、酸化劣化により
保存性が低下し、生肉を包装した場合に５℃以下の条件で４０日間の保存ができなくなる
傾向にある。
【００４０】
　また、チーズを包装する場合においては、蓋材及び底材に用いる熱収縮性多層フィルム
の酸素ガス透過度が、温度２３℃、８０％ＲＨの条件下において５０～４００ｃｍ３／ｍ
２・ｄａｙ・ａｔｍであることが好ましい。酸素ガス透過度が５０ｃｍ３／ｍ２・ｄａｙ
・ａｔｍ未満ではチーズが発酵した場合に発生するガスにより包装体が膨張して外観を損
ね易くなる傾向にあり、他方、４００ｃｍ３／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍを超えるとチーズの
保存期間が短くなる傾向にある。
【００４１】
　なお、本発明にかかる酸素ガス透過度は、以下のようにして求めたものである。
＜酸素ガス透過度＞
　ＡＳＴＭ　Ｄ３９８５－８１に記載の方法に準拠して、ＭＯＤＥＲＮ　ＣＯＮＴＲＯＬ
社製のＭＯＣＯＮ　ＰＥＲＭＡＴＲＡＮを用い、温度２３℃、湿度８０％ＲＨの条件下に
おける酸素ガス透過度を蓋材及び底材に用いる熱収縮性多層フィルムそれぞれについてフ
ィルム状態で測定する。測定単位は「ｃｍ３／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ」である。
【００４２】
　本発明に用いる熱収縮性多層フィルムの透湿度（ＷＶＴＲ）も特に制限されないが、蓋
材及び底材に用いる熱収縮性多層フィルムの透湿度が、３０ｇ／ｍ２・ｄａｙ以下である
ことが好ましく、２５ｇ／ｍ２・ｄａｙ以下であることがより好ましく、２０ｇ／ｍ２・
ｄａｙ以下であることが特に好ましい。透湿度が３０ｇ／ｍ２・ｄａｙを超えると、内容
物の目減りが大きくなり過ぎてしまう傾向にある。
【００４３】
　なお、本発明にかかる透湿度は、以下のようにして求めたものである。
＜透湿度＞
　ＡＳＴＭ　Ｆ１２４９－９０に記載の方法に準拠して、ＭＯＤＥＲＮ　ＣＯＮＴＲＯＬ
社製のＭＯＣＯＮ　ＰＥＲＭＡＴＲＡＮ－Ｗを用い、温度４０℃、湿度９０％ＲＨの条件
下における水蒸気透過度を蓋材及び底材に用いる熱収縮性多層フィルムそれぞれについて
フィルム状態で測定する。測定単位は「ｇ／ｍ２・ｄａｙ」である。
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【００４４】
　また、本発明に用いる熱収縮性多層フィルムの突刺し強度は、１０Ｎ以上であることが
好ましい。突刺し強度が１０Ｎ未満では、骨付き肉等を包装した際にフィルムが破れ易く
なる傾向にある。
【００４５】
　なお、本発明にかかる突刺し強度は、以下のようにして求めたものである。
＜突刺し強度＞
　温度２３℃、湿度５０％ＲＨの雰囲気下において、曲率半径０．５ｍｍの半球状先端部
を有する突き刺し用ピンを取り付けた引張試験機（オリエンテック社製「テンシロンＲＴ
Ｍ－１００」）を用いて、突き刺し用ピンを５０ｍｍ／分の速度で試料（多層フィルム）
の外層側から突き刺し、破断に至るまでの最大点の値（Ｎ）を突き刺し強度とする。なお
、蓋材及び底材に用いる熱収縮性多層フィルムそれぞれについてフィルム状態で測定する
。
【００４６】
　本発明においては、前記の条件を満たす第一の熱収縮性多層フィルムと第二の熱収縮性
多層フィルムとを準備し、蓋材の絞り比（Ｄ１）と底材の絞り比（Ｄ２）とがそれぞれ前
記の条件を満たすように深絞り成形することによって本発明の深絞り包装容器が得られる
。
【００４７】
　そして、本発明の深絞り包装容器の蓋材と底材との間の空間に、充填されるべき内容物
を配置し、前記蓋材と前記底材とをシールしてさらに熱収縮せしめることによって本発明
の深絞り包装体が得られる。
【００４８】
　本発明において、蓋材及び底材に凹部を深絞り成形により形成する方法、蓋材と底材と
の間の空間に内容物を配置する方法、蓋材と底材とを対向配置せしめる方法、蓋材と底材
とをシール（好ましくは熱シール）する方法、シールされた蓋材と底材とを熱収縮させる
方法、蓋材及び底材を所定の位置で切断する方法等の一連の深絞り包装体を得る過程にお
ける手段はいずれも特に限定されず、深絞り成形に関連して公知の方法を適宜採用するこ
とができる。また、蓋材と底材とをシールする前に、真空チャンバー内にて蓋材と底材と
の間の空間を減圧（真空）脱気することが好ましいが、所定のガスによって空間内をガス
置換してもよい。
【００４９】
　なお、従来の未延伸・非収縮性の多層フィルムでは、フィルム絞り部が非収縮であるた
め、皺のない包装体を得るためには絞り型の容積に対して内容物の容積が９０～９５％（
充填率＝９０～９５％）となるようにして詰めなければならなかったが、それでも包装体
の一部に皺入りが発生したり、充填率が高くなるとシールパンクが発生することがあった
。それに対して、本発明においては、充填率が５０～９５％という広い範囲において皺が
なく良好な外観を有する包装体が得られるようになる。
【００５０】
　すなわち、本発明においては、充填率が５０～９５％であることが好ましく、６０～９
５％であることがより好ましく、６０～９０％であることが特に好ましい。充填率が５０
％未満では包装体の皺入りが発生し易くなる傾向にあり、他方、９５％を超えると絞り部
に内容物を充填する際に充填しにくい場合があると共にシールパンクが発生し易くなる傾
向にある。
【００５１】
　なお、本発明にかかる充填率は、以下のようにして求めたものである。
＜充填率＞
　内容物の体積については、２３℃の水を満注まで入れた水槽に内容物を投入し、溢れた
水を計量して内容物の体積を求め、以下の式：
｛内容物の体積［ｃｍ３］｝／｛蓋材凹部（金型）と底材凹部（金型）の合計容積［ｃｍ
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３］｝×１００＝充填率［％］
に基づいて充填率を算出する。
【００５２】
　本発明においては、上述のように蓋材及び底材の双方をそれぞれ深絞り成形しているた
め、底材と蓋材の絞り比や蓋材フィルムと底材フィルムの熱収縮率等を調整することによ
って蓋材と底材とのシール位置を広い範囲で調整可能となり、内容物の厚み方向の中心近
傍に位置するように調整することができるようになる。そのため、本発明によれば、得ら
れる深絞り包装体を袋物真空包装に近い包装形態とすることが可能となり、このように深
絞り成形によって袋物真空包装に近い包装形態のものが得られるようになることは、従来
の袋物真空包装に比べて充填速度の向上が容易となり、如いては省力化やコストダウンが
可能となる。
【００５３】
　また、本発明によれば皺の発生が十分に防止され、同時にフランジ部が小さくなるため
、本発明の深絞り包装体を例えばホールチキン袋物包装に適用した場合、柔軟で内容物に
タイトフィットしてホールチキンがあたかも包装されていないように見え、従来より新鮮
な感じを与えるようになる。また、本発明の深絞り包装体を角型のブロックハムや角型の
ブロックチーズの包装に適用した場合、シール位置が内容物の厚み方向の中心近傍に位置
するようにすると、蓋材側、底材側のいずれから見ても同様の形態となるため、販売員が
商品陳列し易いといった利点もある。
【実施例】
【００５４】
　以下、実施例及び比較例に基づいて本発明をより具体的に説明するが、本発明は以下の
実施例に限定されるものではない。なお、実施例及び比較例において使用した樹脂を、そ
の略称名と共に表１にまとめて示す。また、実施例１～９及び比較例１～４、７において
用いた熱収縮性多層フィルムの構成、物性及び測定値を表２～５にまとめて示す。
【００５５】
　（実施例１）
　層構成が、外側から内側へ順に且つ括弧内で示す厚み比で、ＰＥＴ（３）／Ｍ－ＰＥ－
１（２）／Ｎｙ－１（１１）／ＥＶＯＨ（４）／Ｍ－ＰＥ－１（２）／ＶＬＤＰＥ（２０
）となるように、各樹脂を複数の押出し機でそれぞれ押出し、溶融された樹脂を環状ダイ
に導入し、ここで上記構成となるように溶融接合し、共押出した。ダイ出口から流出した
溶融管状体を冷却シャワーリングを用いて１５～２５℃の水で冷却し、パリソンを得た。
得られたパリソンを８９℃の温水浴を通過させた後、バブル形状の管状体フィルムとし、
１５～２０℃のエアリングで冷却しながらインフレーション法により縦方向（ＭＤ）に２
．８倍、横方向（ＴＤ）に３．１倍の延伸倍率で同時に二軸延伸した。次いで、得られた
二軸延伸フィルムを、２ｍの筒長を有する熱処理筒中に導き、バブル形状管状体フィルム
とし、吹き出し口より吹き出させたスチームにより６８℃に加熱し、縦方向に１０％緩和
、横方向に１０％緩和させながら２秒間熱処理し、二軸延伸フィルム（延伸配向多層フィ
ルム）である蓋材フィルム（Ａ）を得た。
【００５６】
　また、層構成、フィルム厚み及び製膜（延伸－緩和）条件を表２に記載の通りに変更し
た以外は蓋材フィルム（Ａ）と同様にして、二軸延伸フィルム（延伸配向多層フィルム）
である底材フィルム（ａ）を得た。
【００５７】
　得られた蓋材と底材について、熱水収縮率、突き刺し強度、酸素ガス透過度（Ｏ２ＴＲ
）、透湿度（ＷＶＴＲ）の測定を行ない、更に実用試験として以下の角型ブロックハムの
包装試験の評価を行った。得られた結果を表２に示す。
【００５８】
　＜角型ブロックハムの包装試験＞
　Ｍｕｌｔｉｖａｃ社製深絞り成形機Ｒ５５０型を用い、底材フィルムを底材用金型（縦
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方向：１００ｍｍ、横方向：１１０ｍｍ、深さ：４０ｍｍ）により成形温度８５℃、成形
時間２．０秒、真空度１０ｍｂａｒ、絞り比２．５倍の条件下で深絞り成形し、形成され
た凹部に内容物として角型ブロックハム（縦方向：９０ｍｍ、横方向：１００ｍｍ、高さ
：６０ｍｍ、重量：約６００ｇ）を配置した。また、蓋材フィルムを蓋材用金型（縦方向
：１００ｍｍ、横方向：１１０ｍｍ、深さ：３０ｍｍ）により成形温度８５℃、成形時間
２．０秒、真空度１０ｍｂａｒ、絞り比２．１倍の条件下で深絞り成形し、内容物を充填
した底材上に蓋材を対向配置し、真空チャンバー内で１３０℃、２秒の条件下で内部を脱
気しつつ蓋材と底材とを熱シールし、次いで切断時のフランジ部の長さが３０ｍｍとなる
ように蓋材と底材とを切断した後、８５℃、１秒の条件下でシュリンカー（ボイル槽）に
投入して熱収縮せしめて深絞り包装体を得た。
【００５９】
　そして、得られた深絞り包装体の外観について、以下の３項目の評価項目について以下
の判定基準に準拠して評価した。得られた結果を表２に示す。
【００６０】
　（１）包装体のフランジ部の長さ
Ａ：包装体を開封する部分を除きフランジ部の長さが切断時のフランジ部の長さ（原寸カ
ット長）に対して７０％未満で良好である。
Ｃ：フランジ部の長さが切断時のフランジ部の長さ（原寸カット長）に対して７０％以上
であり不良。
【００６１】
　（２）包装体の表面の皺
Ａ：包装体の側面を除く表面に皺が１本もなく張りがある。
Ｂ：包装体の側面を除く表面に皺が１～５本発生している。
Ｃ：包装体の側面を除く表面に皺が６本以上発生している。
【００６２】
　（３）側面のシール位置
Ａ：蓋材と底材とのシール位置が高さ６０ｍｍの内容物の厚み方向の中心から±３５％以
内の範囲に収まっており、袋物真空包装に近い包装形態となっている。
Ｃ：蓋材と底材とのシール位置が高さ６０ｍｍの内容物の厚み方向の中心から±３５％以
内の範囲から外れてしまっており、袋物真空包装に近い包装形態となっていない。
【００６３】
　（実施例２～９）
　層構成、フィルム厚み及び製膜（延伸－緩和）条件を表２～４に記載の通りに変更した
以外は実施例１と同様にして、各実施例で用いる蓋材フィルム及び底材フィルムを得た。
得られた蓋材と底材について、実施例１と同様に各特性値を測定し、更に実用試験を行な
った。得られた結果を表２～４に示す。
【００６４】
　（比較例１）
　層構成が、外側から内側へ順に且つ括弧内で示す厚み比で、ＰＥ（１７）／Ｍ－ＰＥ－
１（４）／Ｎｙ－１（２）／ＥＶＯＨ（６）／Ｎｙ－１（２）／Ｍ－ＰＥ－１（４）／Ｌ
ＬＤＰＥ（２５）となるように、各樹脂を複数の押出し機でそれぞれ押出し、溶融された
樹脂をＴダイに導入し、ここで上記構成となるように溶融接合し、共押出して多層フィル
ムを製膜した後、得られた多層フィルムに２軸延伸ナイロンフィルム（収縮性、Ｏ－Ｎｙ
）をラミネートして蓋材フィルム（Ｇ）を得た。また、底材フィルムとしては、実施例１
で得られた底材フィルム（ａ）を用いた。得られた蓋材と底材について、実施例１と同様
に各特性値を測定し、更に実用試験を行なった。得られた結果を表４に示す。
【００６５】
　（比較例２）
　層構成、フィルム厚み及び製膜（延伸－緩和）条件を表４に記載の通りに変更した以外
は実施例１と同様にして、この比較例で用いる蓋材フィルム及び底材フィルムを得た。得
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られた蓋材と底材について、実施例１と同様に各特性値を測定し、更に実用試験を行なっ
た。得られた結果を表４に示す。
【００６６】
【表１】
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【００６７】
【表２】

【００６８】
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【表３】

【００６９】
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【表４】

【００７０】
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【表５】

【００７１】
　表２～４に示した結果から明らかなように、本発明の深絞り包装容器を用いた本発明の
深絞り包装体（実施例１～９）においては各物性及び角型ブロックハムの包装試験の結果
はいずれも良好であった。一方、表４に示した結果から明らかなように、本発明の条件を
満たしていない比較例１の深絞り包装体においては、フランジ部の収縮が不十分であり、
更に包装体の表面に皺も多数発生しており、不満足な結果であった。また、本発明の条件
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を満たしていない比較例２の深絞り包装体においては、蓋材と底材とのシール位置が蓋材
側に寄ってしまい、不満足な結果であった。
【００７２】
　（比較例３）
　層構成、フィルム厚み及び製膜（延伸－緩和）条件を表５に記載の通りに変更した以外
は実施例１と同様にして、この比較例で用いる蓋材フィルム及び底材フィルムを得た。得
られた蓋材と底材について、実施例１と同様にして深絞り包装体を得ようとしたところ、
底材の絞り成形時にフィルム破断（破れ）が発生し、深絞り包装体を得ることができなか
った。
【００７３】
　（比較例４）
　層構成、フィルム厚み及び製膜（延伸－緩和）条件を表５に記載の通りに変更した以外
は実施例１と同様にして、この比較例で用いる蓋材フィルム及び底材フィルムを得た。す
なわち、底材フィルムについては熱緩和処理を施さずに用いた。得られた蓋材と底材につ
いて、実施例１と同様にして深絞り包装体を得ようとしたところ、底材の絞り成形時に収
縮率（応力）が大きく、チャック外れや絞り不良（金型形状に対して忠実な形状に絞れな
い現象）が発生し、深絞り包装体を得ることができなかった。
【００７４】
　（実施例１０）
　Ｍｕｌｔｉｖａｃ社製深絞り成形機Ｒ５５０型を用い、実施例３で得られた底材フィル
ム（ｃ）を底材用金型（縦方向：３１０ｍｍ、横方向：１６０ｍｍ、深さ：１００ｍｍ）
により成形温度８５℃、成形時間２．０秒、真空度１０ｍｂａｒ、絞り比２．８倍の条件
下で深絞り成形し、形成された凹部に内容物として生肉（縦方向：約３００ｍｍ、横方向
：約１５０ｍｍ、高さ：約１２０ｍｍ、重量：約５．０ｋｇ）を配置した。また、実施例
３で得られた蓋材フィルム（Ａ）を蓋材用金型（縦方向：３１０ｍｍ、横方向：１６０ｍ
ｍ、深さ：４０ｍｍ）により成形温度８５℃、成形時間２．０秒、真空度１０ｍｂａｒ、
絞り比１．６倍の条件下で深絞り成形し、内容物を充填した底材上に蓋材を対向配置し、
真空チャンバー内で１３０℃、２秒の条件下で内部を脱気しつつ蓋材と底材とを熱シール
し、次いで切断時のフランジ部の長さが３０ｍｍとなるように蓋材と底材とを切断した後
、８５℃、１秒の条件下でシュリンカー（ボイル槽）に投入して熱収縮せしめて深絞り包
装体を得た。
【００７５】
　得られた本発明の深絞り包装体においては、皺がなく且つフランジ部の収縮後の長さが
２０ｍｍより少なくなっており、さらに蓋材と底材とのシール位置が内容物の厚み方向の
中心から±３５％以内の範囲に収まっていて袋物真空包装に近い包装形態となっているこ
とが確認された。
【００７６】
　（実施例１１）
　Ｍｕｌｔｉｖａｃ社製深絞り成形機Ｒ５５０型を用い、実施例３で得られた底材フィル
ム（ｃ）を底材用金型（縦方向：２５０ｍｍ、横方向：２００ｍｍ、深さ：９０ｍｍ）に
より成形温度８５℃、成形時間２．０秒、真空度１０ｍｂａｒ、絞り比２．４倍の条件下
で深絞り成形し、形成された凹部に内容物としてホールチキン（重量：約１．０ｋｇ）を
配置した。また、実施例３で得られた蓋材フィルム（Ａ）を蓋材用金型（縦方向：２５０
ｍｍ、横方向：２００ｍｍ、深さ：４０ｍｍ）により成形温度８５℃、成形時間２．０秒
、真空度１０ｍｂａｒ、絞り比１．６倍の条件下で深絞り成形し、内容物を充填した底材
上に蓋材を対向配置し、真空チャンバー内で１３０℃、２秒の条件下で内部を脱気しつつ
蓋材と底材とを熱シールし、次いで切断時のフランジ部の長さが２０ｍｍとなるように蓋
材と底材とを切断した後、８５℃、１秒の条件下でシュリンカー（ボイル槽）に投入して
熱収縮せしめて深絞り包装体を得た。
【００７７】



(19) JP 4993388 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

　得られた本発明の深絞り包装体においては、皺がなく且つフランジ部の収縮後の長さが
１４ｍｍより少なくなっており、さらに蓋材と底材とのシール位置が内容物の厚み方向の
中心から±３５％以内の範囲に収まっていて袋物真空包装に近い包装形態となっているこ
とが確認された。
【００７８】
　（実施例１２）
　Ｍｕｌｔｉｖａｃ社製深絞り成形機Ｒ５５０型を用い、実施例４で得られた底材フィル
ム（ｄ）を底材用金型（縦方向：１３０ｍｍ、横方向：３４０ｍｍ、深さ：７０ｍｍ）に
より成形温度８５℃、成形時間２．０秒、真空度１０ｍｂａｒ、絞り比１．７９倍の条件
下で深絞り成形し、形成された凹部に内容物としてブロックチーズ（縦方向：約１２０ｍ
ｍ、横方向：約３３０ｍｍ、高さ：約１００ｍｍ、重量：約４ｋｇ）を配置した。また、
実施例４で得られた蓋材フィルム（Ｂ）を蓋材用金型（縦方向：１３０ｍｍ、横方向：３
４０ｍｍ、深さ：４０ｍｍ）により成形温度８５℃、成形時間２．０秒、真空度１０ｍｂ
ａｒ、絞り比１．５６倍の条件下で深絞り成形し、内容物を充填した底材上に蓋材を対向
配置し、真空チャンバー内で１３０℃、２秒の条件下で内部を脱気しつつ蓋材と底材とを
熱シールし、次いで切断時のフランジ部の長さが３０ｍｍとなるように蓋材と底材とを切
断した後、８５℃、１秒の条件下でシュリンカー（ボイル槽）に投入して熱収縮せしめて
深絞り包装体を得た。
【００７９】
　得られた本発明の深絞り包装体においては、皺がなく且つフランジ部の収縮後の長さが
１０ｍｍとなっており、さらに蓋材と底材とのシール位置が内容物の厚み方向の中心から
蓋材側２０％のところにあり袋物真空包装に近い包装形態となっていることが確認された
。
【００８０】
　（比較例５）
　Ｍｕｌｔｉｖａｃ社製深絞り成形機Ｒ５５０型を用い、比較例１で得られた底材フィル
ム（ａ）を底材用金型（縦方向：３２０ｍｍ、横方向：１８５ｍｍ、深さ：５０ｍｍ）に
より成形温度８５℃、成形時間２．０秒、真空度１０ｍｂａｒ、絞り比１．５倍の条件下
で深絞り成形し、形成された凹部に内容物として生肉（縦方向：約３１０ｍｍ、横方向：
約１５０ｍｍ、高さ：約８０ｍｍ、重量：約４．０ｋｇ）を配置した。また、比較例１で
得られた蓋材フィルム（Ｇ）を蓋材用金型（縦方向：３２０ｍｍ、横方向：１８５ｍｍ、
深さ：４０ｍｍ）により成形温度８５℃、成形時間２．０秒、真空度１０ｍｂａｒ、絞り
比１．３倍の条件下で深絞り成形し、内容物を充填した底材上に蓋材を対向配置し、真空
チャンバー内で１３０℃、２秒の条件下で内部を脱気しつつ蓋材と底材とを熱シールし、
次いで切断時のフランジ部の長さが３０ｍｍとなるように蓋材と底材とを切断した後、８
５℃、１秒の条件下でシュリンカー（ボイル槽）に投入して熱収縮せしめて深絞り包装体
を得た。
【００８１】
　得られた本発明の条件を満たしていない深絞り包装体においては、フランジ部が収縮せ
ず２５ｍｍ以上残っており、さらに蓋材の収縮も不十分であるため表面に皺が多く発生し
ていることが確認された。
【００８２】
　（比較例６）
　Ｍｕｌｔｉｖａｃ社製深絞り成形機Ｒ５５０型を用い、比較例２で得られた底材フィル
ム（ｇ）を底材用金型（縦方向：２５０ｍｍ、横方向：２００ｍｍ、深さ：８０ｍｍ）に
より成形温度８５℃、成形時間２．０秒、真空度１０ｍｂａｒ、絞り比２．５倍の条件下
で深絞り成形し、形成された凹部に内容物としてホールチキン（重量：約１．０ｋｇ）を
配置した。また、比較例２で得られた蓋材フィルム（Ｃ）を蓋材用金型（縦方向：２５０
ｍｍ、横方向：２００ｍｍ、深さ：１０ｍｍ）により成形温度８５℃、成形時間２．０秒
、真空度１０ｍｂａｒ、絞り比１．２倍の条件下で深絞り成形し、内容物を充填した底材
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蓋材と底材とを熱シールし、次いで切断時のフランジ部の長さが２０ｍｍとなるように蓋
材と底材とを切断した後、８５℃、１秒の条件下でシュリンカー（ボイル槽）に投入して
熱収縮せしめて深絞り包装体を得ようとした。その結果、熱収縮せしめた際に蓋材の収縮
が過剰となり、シールパンクが発生した。
【００８３】
　（比較例７）
　層構成、フィルム厚み及び製膜（延伸－緩和）条件を表５に記載の通りに変更した以外
は実施例１と同様にして、この比較例で用いる蓋材フィルム及び底材フィルムを得た。
【００８４】
　次いで、実用試験として、大森機械工業（社）製の深絞り成形機「ＦＶ－６０３」を用
い、底材フィルムを底材用金型（直径９８ｍｍの円形、深さ：３０ｍｍ）により成形温度
１００℃、成形時間２秒、絞り比２．２倍の条件下で深絞り成形し、形成された凹部に内
容物としてゴム板（直径：９５ｍｍの円形、厚み：５ｍｍ、重量：６０ｇ／枚）５枚を配
置した。次いで、蓋材フィルムは深絞り成形することなく、内容物を充填した底材上に蓋
材フィルムを配置し、真空チャンバー内で１３０℃、２秒の条件下で内部を脱気しつつ蓋
材と底材とを熱シールし、次いで切断時のフランジ部の長さが３０ｍｍとなるように蓋材
と底材とを切断した後、８５℃、１秒の条件下でシュリンカー（ボイル槽）に投入して熱
収縮せしめて深絞り包装体を得た。
【００８５】
　得られた本発明の条件を満たしていない深絞り包装体においては、蓋材と底材とのシー
ル位置が蓋材側に偏っており、不満足な結果であった。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　以上説明したように、本発明によれば、畜肉等の異形な内容物を充填包装した場合であ
っても包装体における皺の発生が十分に防止され、包装体の余裕率が大きくても内容物に
タイトフィットしてフランジ部が小さくなり、しかも蓋材と底材とのシール位置が内容物
の厚み方向の中心近傍に位置するようにして袋物真空包装に近い包装形態とすることが可
能な深絞り包装容器及び深絞り包装体、並びにそれらの製造方法を提供することことが可
能となる。
【００８７】
　したがって、本発明は、従来の袋物真空包装に比べて充填速度の向上が容易であり、如
いては省力化やコストダウンが可能となる深絞り包装に関する技術として非常に有用であ
る。
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